
病床機能分化・連携推進基盤整備事業実施要領  

 

（趣旨）  

第１ この要領は，地域医療介護総合確保事業（医療分）補助金交付要綱（以下「要

綱」という。）に基づき宮城県地域医療構想の達成に向けて実施する病床機能分化・

連携推進基盤整備事業について，補助の要件等を定めるものとする。  

 

（定義）  

第２ この要領において「急性期病床」とは，急性期の患者に対し状態の早期安定化

に向けて医療を提供する機能を有する病床（診療密度が特に高い医療を提供する機

能を有する高度急性期病床を除く。）をいう。  

２ この要領において「回復期病床」とは，急性期を経過した患者への在宅復帰に向

けた医療やリハビリテーションを提供する機能を有する病床であって，地域包括ケ

ア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入

院料を算定する病床をいう。  

 

（実施主体）  

第３ この事業の実施主体は，宮城県内に所在する医療法（昭和 23 年法律第 205 号）

に基づく病院の開設者であって知事の認める者とする。  

 

（補助対象事業）  

第４ 補助の対象とする事業は次のとおりとする。  

（１） 急性期病床から回復期病床に転換するに当たり，当該転換及びこれに付帯す

る施設の整備又は設備の整備に関する事業  

（２） 急性期病床の削減に伴い実施する次の事業  

イ 病室を他の用途へ変更（機能転換以外）するために必要な施設の整備  

ロ 建物の病室分や医療機器の処分に係る損失  

ハ 早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額  

（３） その他知事が必要と認める事業  

２ 前項に掲げる事業の実施に当たっては，宮城県地域医療構想調整会議で実施主体

において事業概要等を説明し，合意を得なければならない。  

 

（補助対象外費用）  

第５ 次に掲げる費用については，交付の対象としない。  

（１） 土地の取得又は整地に要する費用  

（２） 門，柵，塀及び造園工事並びに駐車場，通路敷設に要する費用  

（３） 工事に伴う事務に要する費用  

（４） 既存建物の買収に要する費用（既存建物を買収することが建物を新築するよ

り効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。）  



（５） その他適当と認められない費用  

 

（交付申請）  

第６ 補助金の交付申請に当たって，要綱第３第２項（４）に規定するその他参考と

なる書類は，次のとおりとする。  

（１） 共通事項 

   イ 事業計画書（別紙様式１） 

   ロ 現在届出している急性期病床であることを証する書類の写し 

（２） 施設整備の場合 

   イ 工事計画書，工事設計図及び工事仕訳書 

   ロ 補助事業の建物の構造概要及び平面図（施工箇所を明示したもの） 

   ハ 見積書の写し 

（３） 設備整備の場合 

   イ 整備予定設備のカタログ 

   ロ 整備予定設備の配置箇所を示した建物の平図面 

   ハ 見積書の写し 

（４） 特別損失の場合 

    急性期病床の削減に伴い不要となる建物の病室分や医療機器の処分に係る

損失が分かる書類 

（５） 退職金の割増相当額の場合 

急性期病床の削減に伴い退職する職員の早期退職制度の割増相当額が分か

る書類 

 

（実績報告）  

第７ 補助金の実績報告に当たって，要綱第６第２項（４）に規定するその他参考と

なる書類は，次のとおりとする。  

（１） 共通事項 

   イ 事業実績報告書（別紙様式２） 

（２） 施設整備の場合 

   イ 補助事業完成後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真 

   ロ 補助事業完成後の建物の構造概要及び平面図（施工箇所を明示したもの） 

   ハ 補助対象区域に係る工事設計図及び工事仕訳書 

   ニ 契約書又は請書の写し 

ホ 工事完了報告書の写し 

へ 検査済証の写し（新設・増改築の場合） 

（３） 設備整備の場合 

   イ 整備した設備の写真 

   ロ 整備した設備の設置箇所を示した建物平図面 

   ハ 契約書又は請書の写し 



   ニ 納品を証する書類の写し 

（４） 特別損失の場合 

急性期病床の削減に伴い不要となった建物の病室分や医療機器の処分に係る

損失を示した書類 

（５） 退職金の割増相当額の場合 

    急性期病床の削減に伴い退職した職員の早期退職制度の割増相当額を示した

書類 

 

（診療報酬の届出等） 

第８ 第４第１項（１）の事業を実施する補助事業者は，補助事業完了後，速やかに

診療報酬施設基準に定める地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料

又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するための届出を行い，手続完了

を証する書類写しを知事に提出すること。この届出が行われない場合には，補助金

等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）第１６条第

１項及び第３項の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこと

がある。 

２ 第４第１項（２）（３）の事業を実施する補助事業者は，補助事業完了後，速やか

に病院開設許可（届出）事項変更手続を行い，手続完了を証する書類写しを知事に

提出すること。この手続が行われない場合には，規則第１６条第１項及び第３項の

規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

 

（整備した回復期病床等のそれ以外の用途への変更の禁止） 

第９ 第４第１項（１）の事業を実施する補助事業者は，知事の承認を受けないで，

当該補助事業により整備した回復期病床をそれ以外の用途に供してはならない。こ

の取扱いに違反があった場合は，規則第１６条第１項及び第３項の規定に基づき補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 第４第１項（２）の事業を実施する補助事業者は，知事の承認を受けないで，新

たに急性期病床を整備（急性期病床以外からの転換含む）してはならない。この取

扱いに違反があった場合は，規則第１６条第１項及び第３項の規定に基づき補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。  

 

（交付額の算定方法）  

第１０ 交付額の算定方法は，次のとおりとする。ただし，区分ごとに算定された額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には，これを切り捨てるものとする。  

（１） 別表の第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額を選定する。ただし，基準額がないものは対象経費の実支出

額を選定する。  

（２） （１）により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した

額とを比較して少ない方の額を選定する。  



（３） （２）により選定された額に別表の第５欄の補助率を乗じて得た額を交付額

とする。  

２ 前項の規定により算出された各補助事業者の補助所要額の合計が本事業に係る県

の予算額を超える場合には，必要な調整を行う場合がある。  

 

（雑則）   

第１１ この事業の実施に関し，この要領に定めのない事項については，別途定める

ものとする。  

 

附 則  

 この要領は，平成２８年３月８日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。  

附 則  

 この要領は，平成２８年８月１８日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。  

附 則  

 この要領は，平成２９年１月１１日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。  

附 則  

１ この要領は，平成３０年７月１０日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金

に適用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合に，当該補助金にも適用するものとする。 

  附 則 

１ この要領は，令和４年９月２２日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適

用する。 

２ この要領は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合に，当該補助金にも適用するものとする。 

 

 

  



別表  

１  事業  ２  区分  ３  基準額  ４  補助対象経費  ５  補助率  

病 床 転

換 に 係

る事業  

施設整備  

（ 急 性 期

病 床 か ら

回 復 期 病

床 へ の 転

換 の た め

の新築・増

改築）  

転換する病床

１床当たり  

9,000 千円  

 病床の機能の分化・連携を推進するため
の既存病床の機能の転換及びこれに付帯す
る施設整備に必要となる次の部門の新築，
増改築に要する工事費又は工事請負費 
 
 病棟（病室，診察室，処置室，記録室，
患者食堂，談話室，機能訓練室，浴室，寝
具倉庫，バルコニー，廊下，便所，冷暖房，
付属設備 等） 
 
 

２分の１

以内  

 

施設整備  

（ 急 性 期

病 床 か ら

回 復 期 病

床 へ の 転

換 の た め

の改修）  

転換する病床

１床当たり  

3,910 千円  

 

 病床の機能の分化・連携を推進するため
の既存病床の機能の転換及びこれに付帯す
る施設整備に必要となる次の部門の改修に
要する工事費又は工事請負費 
 
 病棟（病室，診察室，処置室，記録室，
患者食堂，談話室，機能訓練室，浴室，寝
具倉庫，バルコニー，廊下，便所，冷暖房，
付属設備 等） 
 
 

施 設 整 備

（ 医 学 的

リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ

ン 施 設 の

整備）  

１㎡当たり  

（ 上 限 450

㎡）  

（鉄筋コンク

リート）  

224,000 円  

（ブロック）  

195,300 円  

 

 

 病床の機能の分化・連携を推進するため
の回復期病床の整備及びこれに付帯する施
設整備に必要となる次の部門の新築，増改
築及び改修に要する工事費又は工事請負費  

 
機能訓練棟，診療棟（機能訓練室，水治

療室，電気マッサージ室，診察室，休養室，
待合室，倉庫，便所 等） 
 
 

設備整備  １施設当たり  

10,500 千円  

 

病床の機能の分化・連携を推進するため
に整備した病棟等として必要な医療機器等
の備品購入費 

 
 

病 院 の

事 業 縮

小 に 係

る事業  

 

施設整備  

（ 急 性 期

病 床 の 削

減 に 伴 う

病 室 の 他

の 用 途 へ

の変更）  

用途変更面積  

１㎡当たり  

（鉄筋コンク

リート）  

224,000 円  

（ブロック）  

195,300 円  

 

 

宮城県地域医療構想の達成に向けて実施
する急性期病床の削減に伴い不要となる病
室を他の用途へ変更（機能転換以外）する
ために必要な改修に要する工事費又は工事
請負費（宮城県地域医療構想公示日までに
取得（契約）したものに限り対象とする。） 

 



 

 

 特別損失  

（ 急 性 期

病 床 の 削

減 に 伴 う

もの）  

－  宮城県地域医療構想の達成に向けて実施
する急性期病床の削減に伴い不要となる
建物の病室分や不要となる医療機器の処
分（廃棄，解体又は売却）に係る損失（固
定資産除却損・固定資産廃棄損（解体費用，
処分費用）・固定資産売却損（売却収入を
含む。））（財務諸表上の特別損失に計上さ
れる金額に限る。） 
 
・宮城県地域医療構想公示日までに取得
（契約）したものに限り対象とする。 

・「有姿除却」は対象としない。 
・「固定資産売却損」については，関係事
業者への売却は対象外とし，第三者への
売却のみを対象とする。ただし，複数の
不動産鑑定士や専門業者の鑑定状況を
踏まえた，市場価格と大幅な乖離がない
場合（売却後に「購入者が未使用」又は
「売却者が継続使用」する場合を除く。）
は，関係事業者でも対象とする。 
※ 関係事業者とは，医療法第５１条第

１項に定める理事長の配偶者がその
代表者であることその他の当該医療
法人又はその役員と厚生労働省令
（医療法施行規則第３２条の６第１
項第１号）で定める特殊の関係があ
る者をいう。 

 
 

 

退 職 金 の

割 増 相 当

額  

（ 急 性 期

病 床 の 削

減 に 伴 う

もの）  

早期退職制度

を活用する職

員１人当たり  

6,000 千円  

宮城県地域医療構想の達成に向けて実施

する急性期病床の削減に伴い退職する職員

の早期退職制度（法人等の就業規則等で定

めたものに限る。）の活用により上積みされ

た退職金の割増相当額  

 

 

 


